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次  第 

令和７年第９回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

令和７年９月２５日（木） 

午後２時３０分開議 

児玉総合支所会議室ＡＢ 

 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

（１）本庄市立児玉小学校学校運営協議会委員の任命について 

（議案第５９号） 

（２）本庄市公民館運営審議会委員の委嘱について 



 

（議案第６０号） 

５．教育長の報告 

６．その他 

７．閉 会 

配付資料 

・「令和７年第９回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「令和７年第９回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「教育長の報告」 

・「令和７年本庄市議会第３回定例会 一般質問通告一覧表」 

・「教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検評価報告書（案）」 

・「令和７年度教育委員の学校訪問日程表」 

・「本庄市立学校における盗撮防止等ガイドライン」 

・「スポレクフェスタ２０２５（リーフレット）」 

主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過 

教 育 長 ただいまから、令和７年第９回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

それでは、議事日程に従いまして進めてまいります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等は、ござ

いませんでしたので、承認されております。 

教 育 長 続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。 

本日は、今井委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案２件でございます。 

それでは、議事に入ります。 

議案第５９号について、事務局から説明を求めます。 

西田学校教

育課長 

議案第５９号「本庄市立児玉中学校学校運営協議会委員の任命について」

についてご説明いたします。 

議案書１ページ、また議案関係資料１ページをご覧ください。 

まず、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、令和７年９月１日をもって欠員となった本庄市立児玉小学校学

校運営協議会委員について、本庄市学校運営協議会規則第８条の規定に基づ

き、本庄市立児玉小学校 学校運営協議会委員を任命したいので、この案を

提出するものでございます。 



それでは、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立児玉小学校学校運営協議会委員を次のとおり任命する。敬称は略

させていただきます。 

１氏名等でございますが、花垣 淑子、髙橋 克、野寺 清司。 

生年月日、住所、選出区分は、表に記載のとおりでございます。 

次に、２任期でございますが、令和７年１０月１日から令和９年３月３１

日までの前任者の残任期間でございます。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第５９号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第５９号「本庄市立児玉中学校学校運営協議会

委員の任命について」は、承認することに決定いたしました。 

次に、議案第６０号について、事務局から説明を求めます。 

野口生涯学

習課長 

議案第６０号「本庄市公民館運営審議会委員の委嘱について」ご説明いた

します。 

議案書の２ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料２ペー

ジをご覧ください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、令和７年３月３１日をもって欠員となった本庄市公民館運営審

議会委員について、本庄市公民館運営審議会条例第２条の規定に基づき、新

たに本庄市公民館運営審議会委員を委嘱したいので、この案を提出するもの

でございます。 

次に議案内容について、ご説明いたします。 

本庄市公民館運営審議会委員を次のとおり委嘱する。 

１氏名等でございますが、敬称は略させていただきます。 

新任の方９名でございます。 

井上 恭子、飯島 和彦、川原 明弘、大山 幸子、矢島 実、木村 勝

義、斎木 良雄、市川百合子、山田 良祐。 

生年月日、住所、略歴につきましては、記載のとおりでございます。 

２任期でございますが、令和７年１０月１日から令和８年７月３１日まで

で前任者の残任期間となっております。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第６０号については、原案の



とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第６０号「本庄市公民館運営審議会委員の委嘱

について」は、承認することに決定いたしました。 

次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。 

行動記録をご覧ください。 

前回の定例会以降の行動記録について、別紙のとおり報告させていただき

ます。 

主だったところについて説明させていただきます。 

１１日、高校生議会が開かれ、開会前に高校生議員に対してあいさつしま

した。今回の高校生議会は、２１名の高校生議員が事前に課題について話し

合い、議会当日に議案提出し、討論・採決の後、議長へ意見書を提出すると

いう形で行われました。 

２０日、午前中は本庄上里学校給食組合議会２回定例会が開催されまし

た。令和７年度本庄上里学校給食組合一般会計補正予算と令和６年度本庄上

里学校給食組合一般会計歳入歳出決算認定についての２件が審議され、いず

れも原案の通り可決されました。 

夕方からは、市ＰＴＡ連合会の教育懇談会が秋平小学校を会場に開催され

ました。あらかじめ各学校からいただいたご質問に対して、市長と私で内容

に合わせて答えさせていただきました。その後、場所を変えて、賑やかに情

報交換会を行いました。参加していただいた委員さんには大変ありがとうご

ざいました。 

２５日に市議会第３回定例会が９月２２日までの日程で開会されました。 

一般質問は９月１６日、１７日、１８日に行われました。内容につきまし

ては局長より報告があります。 

２６日には、校長会があり、二学期以降の学校経営に関する確認と指示を

行いました。 

２８日は、本庄市立西中学校３年生の澤田茉奈選手の優勝報告会が市民ホ

ールで行われました。今後の活躍が楽しみです。 

９月１日、長峰墓地慰霊追悼式があり、参加しました。 

１２日には、セルディで塙保己一先生遺徳顕彰祭が行われました。その後、

金屋小学校６年生と児玉中学校１年生による学習発表がありました。昨年

度、「総合的な学習の時間」に塙保己一先生から学んだことを堂々と報告して

くれました。 

１３日、本庄市総合防災訓練がグローバルソフトウェア本庄文化ホールを

会場に行われました。対象地区の住民が自分のタイミングで避難されてきま

した。避難受付後、避難所物資等を見学したり、消防署や警察署のブースで

防災について学んだりしました。 



１９日、校長会では、令和８年度当初人事についての指示を行いました。 

行動記録については以上です。 

次に、議事日程６「その他」へ移ります。 

事務局から何かありますか。 

笠原教育委

員会事務局

長 

私からは３件、ご報告がございます。 

初めに令和７年市議会第３回定例会における一般質問の概要について、ご報

告いたします。 

お手元の資料、一般質問通告一覧表をお願いします。 

初めに日程ですが、９月１６日（火）、１７日（水）、１８日（木）の３日間

で、質問者は１５人です。 

この内、教育委員会関係では、一覧表１ページの赤で囲んである、代表質問

５問、２ページの赤で囲んである、希望質問３問、合計８問でございました。 

答弁ですが、３ページ以降の一般質問の概要のとおりでございます。ご確認

をお願いいたします。 

質問内容は、学校教育課、文化財保護課、スポーツ推進課に関する質問でし

た。 

なお、配布した一般質問の概要につきましては、議事録ではございませんの

でご承知おきをお願いします。 

次に、友好交流協定を締結している台湾台南市との交流事業の予定について

ご報告いたします。 

２月の台南市で行われた協定締結式の際、教育長と教育総務課長が台南市西

門実験小学校を訪問しました。その際、校長先生との意見交換の中で、本市の

学校給食に興味を持たれ、この度、本市を訪問することとなりました。訪問者

は現時点の予定ですが、西門実験小学校の校長先生他教員が４～５名、児童が

３０名を予定しています。詳細なスケジュールは現在調整中ですが、１１月１

７日（月）と１８日（火）に本市を訪問し、給食センター見学と本庄南小学校

の児童との交流を計画しています。 

次にトルコ共和国大使館との共催事業について、ご報告いたします。 

トルコ大使館とは、本市が東京オリパラ２０２０のホストタウンになって以

来、交流を続けております。 

この度、トルコ大使館と共催で塙保己一の映画「共鳴する魂」の上映会を開

催することとなりました。開催日時は１０月１４日（火）午後５時から、会場

は東京都渋谷区内の東京ジャーミィです。詳細は現在、調整中です。 

以上でございます。 

片貝教育総

務課長 

教育総務課からご報告が４件ございます。 

１件目は、令和６年度対象の令和７年度「教育委員会の事務の管理及び執

行に関する点検評価報告書」について、でございます。 

お手元の点検評価報告書（案）をお願いします。 



教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検評価は、「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第２６条第１項」の規定により実施するもので、

教育委員会は毎年「その権限に属する事務の管理及び執行の状況」について、

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを市議会に提

出し、公表しなければならないと規定されています。 

この点検及び評価の実施に当たり、３ページに記載のとおり、学識経験者

による知見活用会議を１０月１５日（水）に開催し、昨年度に引き続き、元

児玉中学校長の村田文彦様及び、社会教育委員の芦澤吉一様にご提言をいた

だく予定です。 

この知見活用会議に先立ち、教育委員の皆様のご意見を頂戴したいと存じ

ます。そこで、本日配布の点検評価報告書（案）を後ほどご覧いただき、ご

意見等がございましたら、１０月８日（水）までに、教育総務課宛てにメー

ルまたはＦＡＸでご提出いただければと思います。 

これらの手続を経て、第１１回の教育委員会定例会において議案として提

案し、ご審議をいただく手順となっておりますので、お忙しいとは存じます

が、よろしくお願いいたします。 

２件目ですが、令和７年度の学校訪問について、でございます。お手元の

「令和７年度本庄市教育委員会教育委員の学校訪問について」をお願いしま

す。 

第８回定例会で日程のご連絡をしましたが、訪問が近づいてまいりました

ので、改めてのご連絡となります。  

訪問日当日は、恐れ入りますが、現地集合・現地解散でお願いします。 

訪問の流れですが、校長室で教育委員の皆様と校長先生からご挨拶をいた

だいた後、学力向上に係る取組等について視察をしていただきます。視察後、

校長室に戻り意見交換をしていただき終了となりますので、よろしくお願い

いたします。 

３件目は、第１０回定例会の日程でございます。 

第１０回定例会は、総合教育会議が１０月２３日（木）午後１時３０分に

予定されているため、日程を揃えさせていただき、総合教育会議終了後、市

役所３階庁議室で開催したいと考えております。どうぞ、よろしくお願いい

たします。 

４件目は、第１１回定例会の日程でございます。 

第１１回定例会は、１１月６日（木）午後２時３０分から、委員室で開催

します。 

教育総務課は以上でございます。 

西田学校教

育課長 

学校教育課から、「本庄市立学校における盗撮防止等ガイドライン」につい

て、ご説明させていただきます。 

別に配布いたしました資料をお願いいたします。 



全国的に報道されております、学校における盗撮事案の発生により、児童

生徒の安全・安心な学校生活が脅かされている状況が生じております。 

このような状況を踏まえ、まず埼玉県教育委員会が県立学校に対する盗撮

防止ガイドラインを策定し、県内各市町村教育委員会においても、同様のガ

イドラインを策定し、盗撮防止の徹底を図るものとなります。 

それでは、本市のガイドラインの内容について説明いたします。 

１ページでは、１目的、２定義、３対象、４未然防止策を定めています。 

特に点検については「日常点検」「定期点検」「臨時点検」を行い、点検は、

管理職と管理職以外の職員がペアとなって行うこととしております。４ペー

ジ以降が定期点検票となります。 

また、２ページでは、（２）個人所有端末の利用制限として、個人所有のス

マートフォン等を児童生徒の活動場所へ持ち込むことを禁止し、学校所有の

機器を利用して行う撮影については、管理職の許可を得た場合に限り認める

こととしております。 

また、５発覚後の対応、６継続的な見直し、７関係法令 ８相談先を記載

しております。 

本ガイドラインについては、本日の定例会での報告後、各学校へ送付し、

周知徹底を図っていく予定となっております。 

以上で、本庄市立学校における盗撮防止等ガイドラインについての、説明

を終わりにさせていただきます。 

本ガイドラインに基づく取組により、市内すべての学校おいて、児童生徒

が安全・安心な学校生活を送れるよう盗撮防止に係る指導の徹底を図ってま

いります。どうぞよろしくお願いいたします。 

学校教育課からは以上でございます。 

折茂スポー

ツ推進課長 

続きまして、スポーツ推進課からご説明申し上げます。 

１０月１３日開催の、「スポレクフェスタ２０２５」についてでございま

す。配布資料は、カラーのリーフレットとなります。 

例年開催されているものですが、会場は昨年同様、分散方式で「カミケン

シルクドーム」を中心に「本庄総合公園エリア」、「武道館」を中心に「若泉

運動公園エリア」、「タカハシソースエコーピア」の３か所でございます。 

各ブースにより異なりますが、基本的に開始は午前９時からとなります。 

昨年度にあっては、参加者８６４４名と、大変多くの方にお越し頂き、特

に不満の声も無かったことから、今年度は運営方法を同様として開催いたし

ます。 

なお、リーフレット後ろから２ページ目、「来場者プレゼント」として、昨

年度も各会場でそれぞれ異なる景品を用意し配布いたしましたが、今年度、

一番左の「本庄総合公園エリア」における景品を「ミニタオル」から「サコ

ッシュ」へと変更しました。 




